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１ 調査名称：松山市総合都市交通体系調査 

 

 

２ 調査主体：松山市 

 

３ 調査圏域：松山都市圏(松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町の 3市 2町 

 【ただし、松山市旧中島町、伊予市旧双海町・旧中山町、 

  砥部町旧広田村を除く。】) 

 

４ 調査期間：平成１９年度～平成２０年度 

 

５ 調査概要： 

本市の都市交通計画は、昭和 56 年に松山広域都市圏総合都市交通体系調査報告

書を策定して以降、平成 13 年には“松山まちづくり交通計画”を策定し、これま

での自動車依存の都市構造から、公共交通や自転車を活かした複合的な交通まち

づくりへの転換を提案しているところである。 

しかし、少子・高齢化の進展や地球温暖化等による環境問題、さらには、都市

の郊外化による中心市街地の空洞化や公共事業費の削減といった様々な社会情勢

の変化等を踏まえ、選択と集中による交通施策の推進や、安全・安心な交通環境

整備といった交通の質的向上等、これまでの需要追随型の交通計画からの転換が

必要となっている。 

そこで、本市においても、地域の現状や交通実態を把握し、課題を整理すると

ともに、将来の都市構造の望ましい方向性を検討した中で将来交通需要予測を行

い、新たな都市交通マスタープランの策定を行う。 
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＜調査成果＞ 

 

１ 調査目的 

本市の都市交通計画は、昭和 56 年に松山広域都市圏総合都市交通体系調査報告

書を策定して以降、平成 13 年には“松山まちづくり交通計画”を策定し、これま

での自動車依存の都市構造から、公共交通や自転車を活かした複合的な交通まち

づくりへの転換を提案しているところである。 

しかし、少子・高齢化の進展や地球温暖化等による環境問題、さらには、都市

の郊外化による中心市街地の空洞化や公共事業費の削減といった様々な社会情勢

の変化等を踏まえ、選択と集中による交通施策の推進や、安全・安心な交通環境

整備といった交通の質的向上等、これまでの需要追随型の交通計画からの転換が

必要となっている。 

そこで、本市においても、地域の現状や交通実態を把握し、課題を整理すると

ともに、将来の都市構造の望ましい方向性を検討した中で将来交通需要予測を行

い、新たな都市交通マスタープランの策定を行う。 

なお、交通マスタープランの策定に際しては、長期的な都市構造の変化を見据

えた交通計画を策定するとともに、早期の効果発現の視点から、短・中期的に実

施すべき都市交通戦略についても提案するものである。 
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２ 調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 19年度 

既存データの整理 

全体計画 

実態調査準備 

調査対象者の抽出 調査準備 
実態調査ＰＲ 

調査方針、調査計画、スケジュール 

家庭訪問調査 

本体調査・付帯調査の実施 

補完調査 

ｽｸﾘｰﾝﾗｲﾝ調査の実施

実
態
調
査  

 

都市圏の概況

 

 

上位計画・関連計画

現
況
分
析 

現況分析 
地域現況 

テキストマイニング 

（住民意見） 

交通現況 交通特性 

都市圏の課題 
都市圏の課題 

都市圏将来像 

シナリオ代替案 

の設定及び評価 

交通施策・土地利用施策等の望ましい方向性 

都市圏将来像の設定 

都
市
圏
将
来
像 

都市圏の将来人口フレーム、将来交通需要の設定

交通体系の基本方針 

長期交通計画の策定 
策定方針の設定 成果目標の設定 

長期交通計画 
道路交通計画 公共交通計画 交通需要管理計画 

短・中期交通計画の策定 
交通戦略の方針 

必要な施策の選定 

将
来
計
画
の
策
定 

ジオコーディング

 

パーソントリップデータの整備

プローブパーソンデータ 

社会潮流 

都市圏の将来目標 

交通体系の基本理念 

交通体系の基本方針 

図 調査フロー 
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３ 調査圏域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・松山市（旧中島町を除く） 
・伊予市（旧中山町、旧双海町を除く）
・東温市 
・松前町 
・砥部町（旧広田村を除く） 

図 調査対象地域 
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４ 調査成果 

１．都市交通マスタープランの位置づけ 

本調査は、本市の上位計画及び、都市計画・中心市街地活性化・環境等の各種関連計画

との整合によって構成されている。 

なお、本調査は概ね 20 年後（平成 42年）における長期的な将来都市像及び将来都市交

通体系のあり方を示すとともに、短・中期的な目標達成に向けた施策をとりまとめた『交

通戦略』を策定するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 都市交通マスタープランの位置づけ 

 

<交通関連計画> 

都市交通マスタープラン（概ね 20 年後） 

- 交通体系の総合的な指針 - 

 

 

 

 

 

将来交通計画 

・交通施設、交通需要管理施策 

分野別計画 

『第５次 松山市総合計画（H15.3）』 

～憧れ 誇り 日本一のまち 松山～ 

z 地球にやさしい日本一のまちづくり 

z お年寄りや障害者にやさしい日本一のまちづくり 

z のびのび教育日本一のまちづくり 

z 物語のある観光日本一のまちづくり 

z 元気、活力日本一のまちづくり 

z 安全、安心日本一のまちづくり 

『松山市都市計画マスタープラン（H20.4）』 

z 中核都市にふさわしい都市基盤の整備 

・にぎわいとうるおいのある都市空間の形成 
・広域的な拠点性を支える交通 

z 自然と共生する安全で快適なくらしの充実 

・安全で快適な生活圏の整備 
・環境負荷の少ない社会の形成 
・災害等の危機に強いまちづくり 

『松山広域都市計画区域 
マスタープラン（H16.3）』 

z 都市拠点の形成 

z 各種拠点の形成 

z 交通拠点の形成 

松山市総合都市交通体系調査 

『松山まちづくり 
交通計画（H14.3）』 

z 中心市街地の自動車交通円

滑化 

z 自転車の利用促進 

z 公共交通の有効活用、 

新たな公共交通 

『松山市 オムニバスタウ
ン計画（H17.3）』 

z バス走行環境の改善 

z バス交通円滑化のための交

通施設等の整備・改善 

z バスの利便性向上 

z バスの社会的意義の認識高

揚 

都市の将来像 

・都市の規模、人口構成、目標・目標水準 
・将来都市圏構造・将来土地利用構想 
・骨格交通体系 

短・中期交通計画 

『松山市中心市街地 
活性化基本計画（H20.11）』

z 賑わいのあるまち 

z 観光交流のまち 

z 便利で楽しい商業のまち 

長期交通計画 
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２．交通特性 

交通特性については、昭和 54年実施の第 1回パーソントリップ調査との比較によって、

人々の交通特性の変化をきめ細かく調査した結果、①外出率の低下、②少子化による通学

トリップ数の減少、③自動車依存型交通社会の進展、④ライフスタイルの変化に伴う移動

目的の変動等、交通行動は大きな変化を遂げていることが分かった。 

 

２．１ 生成特性 

総トリップ数は増加しているが、一人あたりのトリップ数は減少しており、男女別の

特徴としては、15～60 歳の男性トリップ数の減少が著しい反面、35歳以上の女性トリ

ップ数が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．２ 発生集中特性 

ライフスタイルの多様化により私用目的の移動増加が見られる反面、少子化の影響に

より通学目的の移動が減少している。 

また、交通手段では自動車利用割合が急激に増加する一方で、公共交通及び徒歩によ

る移動が減少するなど、自動車依存型の社会構造が進展している。 
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図 発生集中量の目的構成（拡大後） 図 発生集中交通量の代表交通手段構成（拡大後） 

<合計> <男性> <女性> 

松山都市圏

12.9%

14.0%

39.5%

40.0%

15.7%

8.7%

22.5%

30.9%

9.4%

6.3%
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第1回（S54)

第2回（H19)

通勤 通学 帰宅 業務 私用

松山都市圏
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1334
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第1回（S54)

第2回（H19)

（千トリップ）

内々 内外 外々 無回答

1,383

1,539

11％
増加

図 総トリップ数の推移 
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３．将来人口フレームの設定 

３．１ 将来人口フレームの考え方 

将来の人口予測は、将来交通計画を立案する際の重要な要素であり、本格的な少子高

齢化社会の到来を考慮した適切なフレームが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２ 将来人口フレームの算出方法 

松山都市圏の将来人口フレームの設

定は、平成 17 年国勢調査結果を基に、

コーホート要因法によって、概ね 20

年後である平成 42 年（西暦 2030 年）

の人口推計を行っている。 

その結果、将来人口は平成 27年をピ

ークに減少傾向に転じ、平成 42年の人

口は平成 7 年と同程度になると予測さ

れる。 

 

３．３ 将来人口フレームの算出方法 

松山都市圏の将来人口フレームをコントロールに、小ゾーンごとの将来人口分布を予

測した結果、人口は都心周辺及び周辺地区が増加する一方で、都心地区及び郊外地区に

おいては、大幅に減少し、高齢化は特に郊外地区で著しい進展が見られる結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 夜間人口の増減の見通し 図 高齢者人口の増減の見通し 
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2045

(H57)

2050

(H62)

(千人)

(年)

約519

実績値 イメージ推計値

図 松山都市圏将来推計人口 

愛媛県の夜間人口ﾌﾚｰﾑ 

(H17 ﾍﾞｰｽ） 
（国立社会保障・人口問題研究所）

【コーホート要因法】 
平成 22 年～42 年 

○市町別５歳階級別生残率 

○市町別純移動率 

○市町別婦人子供比 

○市町別０～４歳男女人口比 

都市圏（各市町）の 
夜間人口フレーム（暫定） 

都市圏（各市町）の 
年齢階層別夜間人口 

図 将来人口フレーム フロー 
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４．将来交通需要予測の考え方 

４．１ 予測フローの概要 

将来の交通需要予測は、集計レベル

でのマクロ的な予測手法として一般

的に用いられている四段階推定法を

採用した。 

 

 

 

 

 

 

 

４．２ 生成、発生集中交通量の予測 

生成交通量については、『原単位法』による推計を行った結果、人口減少を背景に、

約 16万トリップ減少（約 9％減）した。 

また、発生集中交通量については、第 3次産業における従業者の増加傾向から、砥部

町の発生集中量が若干増加しているが、都市圏全体としては一律に減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．３ 分布集中交通量の予測 

生成交通量については、松山市を中心とした分布傾向を示し、交通量は減少傾向。 
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9％
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18％
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1％
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14％
減少

3％
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図 現況と将来の生成交通量比較 

図 現況と将来の発生集中交通量比較 

 ①生成、発生・集中交通量の予測 

生成交通量の予測 域内居住者の総交通量 
（１日当たりの総トリップ数） 

発生・集中交通量の予測 ゾーン別の発生・集中交通量 
（上記の総交通量をゾーン別に分別） 

都市圏 
人口フレーム 

小ゾーン別 
人口フレーム 

（地区別人口配置） 

②分布交通量（ＯＤ表）の予測 

ゾーン間の交通量の分布 

〔①発生（集中）交通量について、どのゾーンへ（から）どれだけ行っている

か（来ているか）〕 

③交通手段別交通量（ＯＤ表）の予測 

交通手段別のゾーン間ＯＤ量 

〔②ＯＤ交通量を交通手段別に分別〕 

④配分交通量（路線別交通量）の予測 

道路等の路線ごとの交通量 

〔③交通手段別ＯＤ交通量を交通ネットワークに配分〕 

図 四段階推定法のフロー 

図 現況と将来の分布交通量比較 

<現況> <将来> 
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５．将来の都市圏の考え方 

将来の都市像は、将来の人口・交通需要予測結果を勘案し、本市の上位・関連計画との

整合を図った中で、都市交通体系のあるべき姿を設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～ 憧れ 誇り 日本一のまち 松山 ～ 

z お年寄りや障害者にやさしい日本一のまち 

z 元気・活力日本一のまち 

z 物語のある観光日本一のまち 

z 地球にやさしい日本一のまち 

将来の姿 

z 中核市にふさわしい都市基盤の整備 

z 自然と共生する安全で快適な暮らしの充実 
基本方針 

人・まち・地球 快適交通のまち 松山 
現行の都市交通体系を活かしつつ、交通レベルの質を上げることにより、人にやさし
く、にぎわいのあるまちを支える、環境的に持続可能な快適交通体系を実現する。 

交通体系の基本理念 

都市圏構造 骨格交通体系 

 都心及び郊外駅周辺地区に
都市機能・居住地を集約 

 無秩序な市街
化を抑制 
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６．都市交通マスタープラン 

６．１ 各種施策の基本方針と展開方針 

将来都市像を実現するための基本方針を設定し、各種施策（自動車計画、歩行者・自

転車計画、公共交通計画、交通需要管理計画）の展開方針を体系づける。 

また、施策実施におけるアウトカム指標を設定することで、市民等へも分かりやすい

マスタープランを設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市交通マスタープランの施策体系 

図 自動車による高速ＩＣの 30 分カバー圏域の変化 

 基本方針１ 

 
 
 
 
集約的な都市構造の実現に向け
た交通体系の確立 

基本方針２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
広域的な交通体系の確立 

基本方針３ 

 
 
 
 
ひと・車・公共交通が連携した
総合的な交通体系の確立 

基本方針４ 

 
 
 
 
環境負荷の小さい交通体系の確
立 

 

 

 

 

 

方針 1-1 本格的な少子高齢社会の到来に対応した交通施策の展開 

歩いて暮らせる街づくりに寄与する交通基盤の整備 

放射環状型交通網の実現に向けた骨格軸の形成 

陸・海・空の拠点ネットワークの強化 

観光・交流ネットワークの強化 

交通結節機能を強化する交通施策の展開 

手段選択性の向上に寄与する交通施策の展開 

人にやさしい交通環境の整備 

低炭素社会づくりに寄与する交通環境の整備 

方針 1-2 

方針 2-1 

方針 2-2 

方針 2-3 

方針 3-1 

方針 3-2 

方針 4-1 

方針 4-2 

・少子高齢化社会を支える交通環境の整備や安全性の確保するた

めの交通施策を展開する。 

・安心、安全に歩くことができる歩行・自転車走行空間を形成す

る交通基盤の整備を推進する。 

・適切な道路整備を進め、都市の交通骨格である放射環状型交通

網の充実を図る。 

・自動車ネットワークおよび公共交通ネットワークを強化して、

都市圏内における広域交通拠点の連携を強化する。 

・観光施設間や地域間を円滑に移動できるネットワークの強化を

図る。 

・複数の交通機能が利用できる交通拠点で結節機能を強化し、交

通サービスレベルを向上させる施策を展開する。 

・自動車だけでなく、公共交通や自転車など様々な交通手段の利

用が選択できる交通サービスレベルの向上を図る。 

・子供から高齢者まで、誰もが不自由なく移動できる交通環境を

確保する交通施策を展開する。 

・環境に配慮した持続可能な交通体系の確立に向けた交通環境を

整備する。 

①広域道路の配置 

②都市圏骨格道路（環状道路）の配置

③市街地道路の配置 

④歩行者・自転車ネットワークの形成

⑤道路空間の再配分・高度利用 

⑥駐輪施設の配置 

⑧公共交通ネットワークの拡充・再編

⑨交通結節点の機能強化 

⑩公共交通のサービス水準の向上 

⑪交通手段変更の推進 

⑫自動車の効率的利用の推進 

⑬自動車の乗り入れ規制 

⑦サービスの多様化 

 交通計画の基本方針 交通計画の展開方針 
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６．２ 各種施策の事例 

ハード・ソフト両面から各種施策を実施することによって、本市の目指す都市交通体

系の実現を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 道路空間の再配分の事例 

図 交通結節点整備の事例 図 環境教育のイメージ 

図 JR 松山駅周辺整備イメージ 図 路面電車の延伸イメージ 

【整備前】 【整備後】
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